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■制度概要

導入の目的
・渇水時等における生活用水の確保
・大口需要者が水道を利用しやすい環境を整備し，水道離れの抑制を図る

適用要件
・水道を継続して１年以上使用していること
・直近１年で，１メーターにつき使用水量が３，０００㎥以上の月が６月以上あること

水量

最大使用水量 基準水量

（増）

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

前年度 契約年度

調整水量

①直近１年の最大使用水量を超えた水量について，
制度適用単価により料金を算定する

○適用後単価（２０１㎥以上）：６９円（税抜）
※適用前の現行料金単価：３０８円（税抜）

②一方で，渇水などの非常時には調整水量※を設定し，
当該水量を超えて使用した場合には，平常時より
高額な単価が適用される

○適用後単価（２０１㎥以上）：３８８円（税抜）
※調整水量は基準水量に７０～９５％を乗じて算出

・大口需要者の水道離れに一定寄与していると考えられるものの，平成１９年の導入以降，利用者は年々
減少（平成１９年度：２０者 ⇒ 令和６年度：９者）

・調整水量による適用（制度概要の②）は，導入から適用実績がない

■現 状

大口需要者の水道離れを抑止するため，適用要件（適用対象，基準水量等，調整水量等）に
ついて緩和の方向で制度の見直しを検討する。


